
平成 29 年度 第１回磐田市いじめ問題対策連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●教育長挨拶 

・村松教育長 

  お忙しい中、磐田市いじめ問題対策連絡協議会に参加していただき、ありがとうござ

います。いじめ防止対策推進法が施行され数年がたつわけですが、その中でこの連絡協

議会と推進委員会の２つの会が立ち上がりました。それぞれ働きがありますが、今まで

それが行われていなかったわけではありません。法に則って表面化したことであると思

います。 

  磐田市いじめ防止対策推進条例の中で考えたいことがあります。横浜のいじめ、原発

避難いじめ、道徳の教科書にもいじめが扱われていますが、マスコミや大人によって、

いじめの定義が変わってしまっています。いじめではなくて犯罪になっているものもあ

ります。いじめの本質とは何なのか、もう一度確認をしないといけません。いじめを、

犯罪か人権問題かの２種類に分けて考えることができると思います。人権に関わるもの

が多いです。大人の人権問題をそのまま子どもの中に反映しているケースが多いです。

また恐喝であるにもかかわらず、いじめであると報道されているケースもあります。い

じめという大くくりの言葉で語るのでおかしくなってしまっています。「いじめを含む

犯罪がありました」と明言する場合があると思いますが、いかがでしょうか。子どもで

あっても、犯罪を犯して罪を問われないということはありえません。大人がしっかりと

考えていかなければいけないことだと感じます。 

  いじめについて 6,000 人の調査を行いました。その中でいじめのベスト４は、「仲間は

ずれ」「陰で悪口」「嫌なことを直接言われた」「遊ぶふりをしてたたかれたり蹴られた

りした」です。これらはよくある内容です。小学校３年ではたたかれたり蹴られたりす

るのが特別に多いです。服を脱がされたりする性的嫌がらせが、一人で 11 回以上も受

けた事例もありました。小４女子と小６男子が多くありました。よい面は、マイノリテ

ィや外国人に対するいじめの問題があまりありません。多文化共生を進めてきた成果だ

と思います。学校として反省しなければならない内容もあります。結論から言うと、「優

しいだけではだめ」「親の言いなりになっているだけはだめ」ということです。いじめ
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があったときに教員に相談するかどうかは、教員が優しいだけではなく、時には厳しく

適切に関わっているどうかが判断基準になっています。励ましたり、話を真剣に聞いた

りしてくれるだけでは、緊急事態の時には、子どもはあまりあてにしていないと言うこ

とです。大人としての強さが必要になります。保護者に対しても考えなければなりませ

ん。何でも受け入れようという態勢がありますが、大人の判断基準を与えることをして

いかないといけないと思います。教育委員会にもいろいろな通報がありますが、通報し

た人が全てという対応が生まれてしまいます。線を引いたり振り分けたりすることをし

なければなりません。既にやってくれていることもありますが、見極めていかなければ

ならないと思います。 

  連絡協議会の意味は何かというと、ことが起こる前にいろいろと連絡調整ができるの

が一番だと思います。本日はよろしくお願いします。 

 

●協議 

 ○これまでの経過と磐田市いじめ防止のための基本的な方針について 

 ○いじめアンケートの結果について 

 ○いじめの現状について           以上３点は、事務局から説明 

 

○連携について 

・人権擁護委員 

   毎年、悩みを相談する活動として、ＳＯＳミニレターを小中学生に行っています。

10 年以上続いていて、年々件数が増えています。昨年は 148 通あり、うち磐田は 20

通でした。人権擁護委員 18 名全員が返事を書きました。内容は、悩みの多くはいじめ

を訴えるものが多く、中身もいろいろですが、重いものがあった場合には、法務局に

救済に入ってもらい、学校にも連絡をしますが、それほど重いものはありませんでし

た。小学生では、12 通にいじめの内容が含まれていました。女の子、３･４年生が多い

傾向です。中学生は４通で少なめでしたが、しっかり受け止めていいアドバイスがで

きたらいいと思って取り組んでいます。 

・子育て支援課長 

   児童虐待やＤＶについて対応していますが、日頃の学校や家庭での子どもたちの様

子を見る機会がないので、家庭の状況を聞く中で様子を把握しています。児童虐待や

子どもの発達を考えるときに、これまでは園や学校でと言われてきましたが、ここ数

年は、妊娠期や乳児のときからかかわることによって変わってくるのではないかとい

う考えで、今年から「子育て世代包括支援センター」という形で、すべての妊婦さん

の家庭の状況の聞き取りをすることに力を入れています。妊娠したときから、パート

ナーとの関係や家族の支援があるかどうかという情報は、出産後、乳幼児期、学童期

に至るまで大きく影響します。円満な家庭環境で子育てがスタートできれば、そのま

ま大きく外れることなく子育てをしていけるのではないかと考えています。 

・磐田警察署 

   子どもの前での夫婦喧嘩は心理的な虐待と捉え、児童相談所に通報し、環境の調整

をお願いしています。暴力の連鎖、虐待の連鎖については以前から言われています。



心理的な虐待を受けているので、子どもはストレスを抱え、学校で発散しているので

はないかと危惧しています。いじめ問題は、家庭環境も背景にあるのかということを

総合的に見て解決にもっていかなければなりません。根本的な解決のためには、保護

者が子どもを育てることに軸足を追かなければならないと感じています。 

・法務局 

   法務局は、人権擁護の観点からいじめ問題の解消に取り組んでいます。具体的には、

市及び人権擁護委員協議会とネットワーク協議会を設立し、学校を通じて児童･生徒に

各種啓発活動を行っています。ＳＯＳミニレターは、学校においても児童･生徒に対し

てアンケート等を実施していることを踏まえた上で、それでも自分の気持ちを伝えら

れない児童･生徒もいるのではないかと考えて行っているものです。ＳＯＳミニレター

があった場合の対応としては、まず身近に相談できる人がいないか確認し、相談が難

しい場合には、法務局や人権擁護委員が解決に向けた対応を行っています。また、啓

発活動として人権の花運動や人権教室を行っており、人権教室においては、人権作文

の読み聞かせやソーシャルネットワーク等を使用する上での注意などを教えています。 

・静西教育事務所 

   直接児童生徒に話を聞く立場ではないので、市町の教育委員会からの情報で対応し

ています。静西教育事務所としては、例えば生徒指導研修会の中でいじめの定義に関

すること、いじめの解消に関することなどを繰り返し話をする中で、実際に児童生徒

に向かい合っている教員に意識を高くもってもらうことが一番だと思っています。情

報を受けたら、一人で判断をしないで組織的に対応していくことが未然防止･早期対応

につながると考えています。 

・児童青少年育成室 

   放課後児童クラブでは、１クラブあたり約 35 人の１～６年生が一緒に活動するとい

う学校とは違う環境です。市内 45 クラブありますが、いじめという声は聞いていませ

ん。 

健全育成については、地域での取組を地域づくり応援課がどうサポートしていくか

も大きく関わります。地域では、いじめの実態や現状は把握しづらいこともあるし、

定義も正しく理解されていない場合もあります。市の取組で言うと、ケータイ・スマ

ホルールを作って啓発していますが、昨年、青少年健全育成連合会が中学生にアンケ

ートをとったところ、知っているのは２割程度でした。８割は知らないという現状で

した。しっかり浸透するような取組をしていかなければならないと思います。ルール

を作った目的は、基本的な生活習慣を身に付けたり、いじめから子どもたちを守った

りするなどの心と体の成長を守っていくことです。地域でもしっかり理解してもらい、

子どもたちを守る環境を整えていけたらと思っています。 

・学校代表 

実態把握については、児童にアンケートをとったり、職員に児童を見る目を耕す話

をしたりしています。 

・人権擁護委員 

 昨年ある自治会から大人を対象に人権講話の依頼がありました。その地域の学校か

らは、全学級で人権教室を実施してほしいという依頼があり、２年間行いました。学



校も地域の方も人権意識をもって進めていこうという気持ちが感じられ、ありがたく

思いました。その後、交流センターからも人権教室の依頼もあり、地域でも人権意識

が広がってきています。放課後児童クラブや幼稚園からも依頼が来ています。幅広い

年齢層、地域から人権意識が高まってきています。 

・磐田警察署 

 生活安全相談の中でいじめの相談は受け付けていますが、昨年度は相談はありませ

んでした。警察に相談となると、犯罪につながるいじめとなってしまいます。大きい

くくりで言うと、パワハラ、セクハラなどもいじめになります。ここで扱ういじめは

学校内での人間関係の中です。 

金銭の要求があれば恐喝になりますし、たたいたり殴ったりすれば暴行罪、傷害罪

になります。警察の仕事は犯罪の予防･鎮圧･検挙です。被害者の方が被害申告までし

ないとなれば、注意･指導をしていきます。年齢的な括りもあり、14 才未満であれば犯

罪ではなく触法行為となり、警察で注意指導するか、児童相談所で対応するケースも

あります。多くはそこまでいかない事例です。 

・学校代表 

   保護者は、自分の子がいじめられている意識はもつのですが、自分の子がいじめて

いるという意識はなかなかもちません。理解を得るのがなかなか難しいです。 

・静西教育事務所 

   事務所にはあまり保護者からの連絡はありません。県教委から連絡があり、市町の

教育委員会に知らせて調べてもらうことはあります。 

・子育て支援課 

   子ども相談室があり、直接でも電話でも受け付けています。保護者からはあります

が、子どもから連絡があることはまずありません。子どもにとっては、学校や親が一

番身近な窓口になると思うので、そこで何かしらのＳＯＳが出せないと、全く知らな

い機関へＳＯＳを出すのは難しいと感じます。 

・学校教育課長 

   核家族が多くなって、地域とのつながりも希薄になり、大人の背中を見て育つ機会

が少なくなっています。全国学力･学習状況調査の「自分にはよいところがある」とい

う質問項目で、磐田の子どもたちは全国･県よりも高くなっています。「先生方がよい

ところを認めてくれるか」でも高くなっています。身近に信頼できる大人がいる環境

がもっともっとできるといいと思います。本市では、小中一貫教育の中で人とのつな

がりをつくったり、コミュニティ･スクールで地域の方に学校に入ってもらったりして、

人とのかかわりを大切にしています。今後もかかわりを大切にした教育を進めていき

たいと思います。 

・人権擁護委員 

   今の子どもたちがすぐに暴力を振るう子が多いのは、親がスマホを見ていて、親子

の会話が少ないからではないでしょうか。そのせいで、語いや表現力が乏しく、伝え

たいことがうまく伝えられずに手が出てしまうのではないでしょうか。もっと親子の

会話が多くなるように啓発してほしいと思います。 

 



・教育長 

   いじめの定義をもう一度おさえましょう。いじめは自分の心の中にあるということ

を意識しなければいけません。いじめの定義を連絡すれば、それで伝えたということ

にはなりません。子どもに対してもっと真剣に伝えなければなりません。妊婦の教育

が原点です。子どもの家庭環境という背景をしっかり見なければなりません。地域づ

くり・家庭づくりが原点です。いじめの問題はほとんどが人権意識です。学校では一

人で判断しないで大きいビジョンで見ないといけません。マスコミには現象論だけで

取り上げられます。子どもに対して素直にがんばらないといけませんね。 

   いじめ対策は今後ずっと続いていくものです。連携を密にして、何かあれば情報を

入れていただければ、各方面に連絡を取りながらどう対応したらよいか考えていきた

いと思います。 

 

 

 

 

 


